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単 位 会 会 長   殿


一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
                                                      　会　長　　 佐　野　吉　彦
　　　　　　　　　　　　　　　                          


国土交通省における多世帯同居改修工事に係る所得税の税額控除制度の利用状況等
に関する調査の実施について（協力依頼）


　平素は、本会の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、租税特別措置法及びその関係法令の改正により、昨年度から家屋について行う他の世帯との同居（多世帯同居）をするために必要な設備の数を増加させる施策として増築、改築、修繕または模様替えに係る所得税の税額控除制度が開始されました。
国土交通省（住宅局住宅生産課）では、同居しやすい住宅ストックの形成を促すという本制度の趣旨を踏まえ、税制の政策効果を検証するために、本制度の利用状況及び多世帯の同居の状況等に関する調査を行うこととしており、本会宛て昨年度に引き続き同調査の協力依頼がありました。
　この調査は、多世帯同居改修工事の設計・施工及び増改築等工事証明書の発行の依頼を会員が受けた場合に、施主が同居対応リフォームを行った理由や居住者の状況等についてのアンケート調査を行うものです。
つきましては、会員が当該設計・施工または証明書の発行の依頼を受けた場合は、施主（税制利用予定者）に対しアンケート調査の協力依頼をされるよう、会員へメール等での連絡手段を用いて本資料により周知くださいますようお願いいたします。
　調査の内容、方法等の詳細については、下記をご参照ください。
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

[調査方法]
　本調査は、会員が多世帯同居改修工事の設計・施工及び増改築等工事証明書の発行の依頼を受けた場合、以下の２通りの方式で施主よりアンケートに回答してもらう形式としています。

○ネットでの回答
－「同居対応リフォームに関するアンケート」（調査票）及び「同居対応リフォームに関するアンケート」（回答方法）をコピーして施主へ渡し、所定のサイトにアクセスしてもらい回答する方法
○郵送での回答（施主がネットで回答できない場合等）
－会員から住宅リフォーム推進協議会にメール(chiiki@j-reform.com）で連絡し、追って同協議会から
送付される前記の資料（返信用封筒含む）を施主へ渡し、調査票に記入してもらい郵送する方法

《添付資料》
・「多世帯同居改修工事に係る所得税の税額控除制度の利用状況等に関する調査の実施について」（国土交通省住宅局住宅生産課長からの協力依頼文書）
・「同居対応リフォームに関するアンケート調査について」（説明文）
・別紙２－「同居対応リフォームに関するアンケートの実施フローの詳細」
・別紙３－「同居対応リフォームに関するアンケート配布のお願い」

※参考資料－施主へ渡す資料
・別紙１－「同居対応リフォームに関するアンケート」（調査票）
・別紙４－「同居対応リフォームに関するアンケート」（回答方法）
・返信用封筒
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日事連発第 1 86 号   平成 30 年 1 月 1 5 日     単   位   会   会   長     殿       一般社団法人日本建築士事務所協会連合会                                                             会   長       佐   野   吉   彦                                                    国土交通省における 多世帯同居改修工事に係る所得税の税額控除制度の利用状況等   に関する調査の実施について（協力依頼）         平素は、本会 の 事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。     さて 、租税特別措置法及びその関係法令の改正により、 昨年度 から家屋について行う他の世帯との同居 （多世帯同居） をする ために 必要な設備の数を増加させる 施策として 増築、改築、修繕 また は模様替えに係 る所得税の税額控除制度が 開始さ れ ました。   国 土交通省 （ 住宅局住宅生産課 ） では 、 同居しやすい住宅ストックの形成を促すという本制度の趣旨を踏 まえ、 税制の政策効果を検証するために、 本制度の利用状況及び多世帯の同居の状況等に関する調査を行う ことと しており 、本会宛て 昨年度に引き続き 同調査の 協力依頼があり ました。     この調査は、多世帯同居改修工事の設計・施工及び増改築等工事証明書の発行の依頼を 会員が 受けた 場合 に、施主 が 同居対応リフォームを行った理由や居住者の状況等について の アンケート 調査を 行うものです 。   つきましては、 会員が 当該 設計 ・施工 または証明書 の 発行 の依頼 を受けた 場合 は 、 施主 （税制利用予定 者） に対し アンケート調査の 協力依頼 を されるよう 、 会員へ メール等での連絡手段を用いて 本資料により 周 知ください ますようお願いいたします 。     調査の内容、方法等の詳細については、下記をご参照ください。                                   記     [ 調査方法 ]     本調査は、 会員が 多世帯同居改修工事の設計・施工及び増改築等工事証明書の発行の依頼 を 受けた場合 、 以下の２通りの方式で 施主より アンケートに回答してもらう形式としています。     ○ネットでの回答   －「同居対応リフォームに関するアンケート」（調査票）及び「同居対応リフォームに関するアンケー ト」（回答方法）をコピーして施主へ渡 し 、所定のサイトにアクセスしてもらい回答 す る方法   ○ 郵送 での 回答 （施主がネットで回答できない場合等）   － 会員から住宅リフォーム推進協議会 にメール ( chiiki@j - reform.com ）で連絡し、追っ て同 協議会から   送付される 前記の 資料（ 返信用封筒 含む） を施主 へ 渡 し、調査票に記入してもらい郵送する方法     《 添付資料 》   ・ 「 多世帯同居改修工事に係る所得税の税額控除制度の利用状況等に関する調査の実施について 」 （ 国土交 通省住宅局住宅生産課長からの 協力依頼 文書 ）   ・「 同居対応リフォームに関するアンケート調査について」（説明文）   ・ 別紙２－「同居対応リフォームに関するアンケートの実施フローの詳細」   ・別紙３－ 「同居対応リフォームに関するアンケート配布のお願い」     ※ 参考 資料 － 施主へ 渡す資料   ・ 別紙１ －「同居対応リフォームに関するアンケート」（調査票）   ・ 別紙４ －「同居対応リフォームに関するアンケート」（回答方法）   ・ 返信用 封筒  

